
 

 

平成 30事務年度 所得税及び消費税調査等の状況 

 

令和元年 11 月 

国 税 庁 

 

 

Ⅰ 調査等の状況 

 １ 平成 30 事務年度における所得税の調査等の状況 

 ２ 平成 30 事務年度における消費税の調査等の状況 

 

Ⅱ 主な取組 

 １ 富裕層に対する調査状況 

 ２ 海外投資等を行っている個人に対する調査状況 

 ３ インターネット取引を行っている個人に対する調査状況 

 ４ 無申告者に対する調査状況 

 

Ⅲ 参考計表 

 〇 事業所得を有する個人の１件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位 10業種 
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⑴  調査件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 

 実地調査の件数は、特別調査・一般調査が５万件（前事務年度５万件）、着眼調査が

２万３千件（前事務年度２万３千件）であり、簡易な接触の件数は 53万７千件（前

事務年度 55万件）となっています。 
 これらの調査等の合計件数は 61万１千件（前事務年度 62万３千件）であり、その

うち申告漏れ等の非違があった件数は 37万４千件（前事務年度 38万４千件）とな

っています。 
 

⑵  申告漏れ所得（調査等の対象となった全ての年分の合計）金額の状況 

 実地調査による申告漏れ所得金額は、6,024 億円（前事務年度 5,894億円）であり、

そのうち特別調査・一般調査によるものは 5,236 億円（前事務年度 5,080 億円）、

着眼調査によるものは 788億円（前事務年度 814億円）となっています。 
 また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は 3,017 億円（前事務年度 3,143 億円）

となっており、調査等合計では 9,041 億円（前事務年度 9,038 億円）となってい

ます。 
 

⑶  追徴税額（調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。）の状況 

 実地調査による追徴税額は、961 億円（前事務年度 947 億円）であり、そのうち特

別調査・一般調査によるものは 903 億円（前事務年度 887 億円）、着眼調査による

ものは 59億円（前事務年度 60億円）となっています。 
 また、簡易な接触による追徴税額は 233 億円（前事務年度 249 億円）となっており、

調査等合計では 1,195億円（前事務年度 1,196億円）となっています。 

 

（参考） 

１ 実地調査（特別調査・一般調査）とは、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案

を対象に深度ある調査を行うもので、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる

個人を対象に、相当の日数（１件当たり 10日以上を目安）を確保して実施している

ものです。 

２ 実地調査（着眼調査）とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見

込まれる個人を対象に実地に臨場して短期間で行う調査です。 

３ 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡

又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものです。 
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 所得税の調査等の状況 

 

  
対前年比 対前年比 対前年比 対前年比 対前年比

49,735 23,218 72,953 549,684 622,637

50,130 100.8% 23,449 101.0% 73,579 100.9% 537,076 97.7% 610,655 98.1%

43,464 16,874 60,338 323,570 383,908

44,176 101.6% 16,788 99.5% 60,964 101.0% 312,916 96.7% 373,880 97.4%

5,080 814 5,894 3,143 9,038

5,236 103.1% 788 96.8% 6,024 102.2% 3,017 96.0% 9,041 100.0%

753 53 806 242 1,048

761 101.1% 52 98.1% 813 100.9% 228 94.2% 1,042 99.4%

134 7 141 7 148

141 105.2% 7 100.0% 148 105.0% 5 71.4% 153 103.4%

887 60 947 249 1,196

903 101.8% 59 98.3% 961 101.5% 233 93.6% 1,195 99.9%

1,021 351 808 57 145

1,045 102.4% 336 95.7% 819 101.4% 56 98.2% 148 102.1%

151 23 111 4 17

152 100.7% 22 95.7% 111 100.0% 4 100.0% 17 100.0%

27 3 19 0.1 2

28 103.7% 3 100.0% 20 105.3% 0.1 100.0% 3 150.0%

178 26 130 5 19

180 101.1% 25 96.2% 131 100.8% 4 80.0% 20 105.3%
10 計 万円

　　 ２　上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。）。

　　 ５　実地調査の件数は、所得税と消費税の実地調査件数である。

本 税 万円

9 加 算 税 万円

　　 ４　追徴税額（本税）には、復興特別所得税額を含む。

7

一
件
当
た
り

申 告 漏 れ
万円

所 得 金 額

8

追
徴
税
額

(注）１　平成30年７月から令和元年６月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。

　　 ３　「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。

4

追
徴
税
額

本 税 億円

5 加 算 税 億円

6 計 億円

3
申 告 漏 れ

億円

所 得 金 額

特別・一般 着眼 計

1 調 査 等 件 数 件

　　　　　　　　　　　　　区　分

　項　目

実地調査

簡易な接触 調査等合計

2
申 告 漏 れ 等 の

件

非 違 件 数



3 

 

（参考） 譲渡所得の調査等の状況 

所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、２万１千件（前事務年度２万４

千件）であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、１万６千件（前事務

年度１万８千件）となっています。申告漏れ所得金額（調査等の対象となった全

ての年分の合計）は、1,526億円（前事務年度 1,482億円）となっています。 
 

 

  事務年度等

　項　目

① 件 件 ％

　土地建物等

　株式等

② 件 件 ％

　土地建物等

　株式等

③ ％ ％ ポイント

　土地建物等

　株式等

④ 億円 億円 ％

　土地建物等

　株式等

⑤ 万円 万円 ％

　土地建物等

　株式等

（注）１　土地建物等は、土地建物（分離譲渡所得）及び金地金等（総合

　　　　譲渡所得）である。

　　　２　土地建物等は、課税年分ごとに１件としている。

624 689 110.4

578 919 159.0

282 375 132.9

１ 件 当 た り 申 告
漏 れ 所 得 金 額

（ ④ ／ ① ）
615 734 119.4

申 告 漏 れ 所 得 金 額 1,482 1,526 103.0

1,200 1,151 95.9

72.9 76.2 3.2

82.0 82.5 0.5

3,999 3,364 84.1

非 違 割 合
（ ② ／ ① ）

74.8 77.4 2.7

申 告 漏 れ 等 の
非 違 件 数

18,022 16,091 89.3

14,023 12,727 90.8

19,226 16,705 86.9

4,879 4,079 83.6

29事務年度 30事務年度 対前年比

調 査 等 件 数 24,105 20,784 86.2
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⑴  調査件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 

 実地調査の件数は、特別調査・一般調査が２万９千件（前事務年度２万８千件）、着

眼調査が１万件（前事務年度１万件）であり、簡易な接触の件数は４万８千件（前

事務年度５万件）となっています。 
 これらの調査等の合計件数は８万６千件（前事務年度８万８千件）であり、そのう

ち申告漏れ等の非違があった件数は６万２千件（前事務年度６万２千件）となって

います。 
 

⑵  追徴税額（調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。）の状況 

 実地調査による追徴税額は、299 億円（前事務年度 273 億円）であり、そのうち特

別調査・一般調査によるものは 275 億円（前事務年度 250 億円）、着眼調査による

ものは 23億円（前事務年度 22億円）となっています。 
 また、簡易な接触による追徴税額は 46 億円（前事務年度 50 億円）となっており、

調査等合計では 345億円（前事務年度 322億円）となっています。 
 

 消費税（個人事業者）の調査等の状況 

  

対前年比 対前年比 対前年比 対前年比 対前年比

28,415 9,504 37,919 49,631 87,550

28,504 100.3% 9,919 104.4% 38,423 101.3% 47,628 96.0% 86,051 98.3%

23,368 7,757 31,125 31,080 62,205

23,656 101.2% 7,971 102.8% 31,627 101.6% 30,602 98.5% 62,229 100.0%

209 18 227 47 274

228 109.1% 19 105.6% 247 108.8% 44 93.6% 291 106.2%

42 4 46 2 49

47 111.9% 4 100.0% 52 113.0% 2 100.0% 54 110.2%

250 22 273 50 322

275 110.0% 23 104.5% 299 109.5% 46 92.0% 345 107.1%

73 19 60 10 31

80 109.6% 19 100.0% 64 106.7% 9 90.0% 34 109.7%

15 4 12 0.5 6

17 113.3% 5 125.0% 13 108.3% 0.5 100.0% 6 100.0%

88 23 72 10 37

97 110.2% 24 104.3% 78 108.3% 10 100.0% 40 108.1%

　　　　　　　　　　　　　区　分

　項　目

実地調査

簡易な接触 調査等合計

2
申 告 漏 れ 等 の

件

非 違 件 数

3

追
徴
税
額

本 税 億円

特別・一般 着眼 計

1 調 査 等 件 数 件

4 加 算 税 億円

5 計 億円

(注）１　平成30年７月から令和元年６月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。

　　 ２　消費税の追徴税額には、地方消費税（譲渡割額）を含む。

6
一
件
当
た
り

追
徴
税
額

本 税 万円

7 加 算 税 万円

　　 ３　上段は、前事務年度の計数である。

8 計 万円
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 有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な個人など、「富裕層」

に対して、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に積極的に調査を実

施しています。 
 

 平成 30 事務年度においては、5,313件実地調査（特別・一般）を実施しました。 
 

 １件当たりの申告漏れ所得金額は 1,436 万円で、申告漏れ所得金額の総額は 763億

円に上ります。 
 

 １件当たりの追徴税額は 383万円で、所得税の実地調査（特別・一般）全体の１件

当たりの追徴税額 180万円の 2.1倍となっています。また、追徴税額の総額は 203

億円に上ります。 
 

 特に、海外投資等を行っている「富裕層」に対しては、１件当たりの追徴税額は 914

万円で、所得税の実地調査（特別・一般）全体の１件当たりの追徴税額 180万円の

5.1倍と特に高額となっています。 

 「富裕層」に対する調査状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （参考）海外投資等をした「富裕層」に対する調査事績 

 

 

 

 

 

 

  

事務年度等

項目 対前年比

101.8%

113.9%

114.7%

111.9% 1,045

113.0%

105.8%4,269

383

1,436

339

1,283

29事務年度 30事務年度

5,219

670

177

5,313

763

203

4,517

調 査 件 数

申 告 漏 れ 所 得 金 額

追 徴 税 額

一
件
当
た
り

申 告 漏 れ
所 得 金 額

追 徴 税 額

申告漏れ等の非違件数

件

億円

億円

万円

万円

件

(参考）

180

（特別・一般）全体

50,130

44,176

5,236

903

30事務年度　実地調査

事務年度等

項目 対前年比
29事務年度 30事務年度

申告漏れ等の非違件数 件 713 731 102.5%

調 査 件 数 件 862 859 99.7%

追 徴 税 額 億円 71 79 111.3%

申 告 漏 れ 所 得 金 額 億円 269 328 121.9%

一
件
当
た
り

申 告 漏 れ
所 得 金 額

万円 3,119 3,819 122.4%

追 徴 税 額 万円 827 914 110.5%
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 経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努めるととも

に、海外投資を行っている個人や海外資産を保有している個人などに対して、国外送

金等調書、国外財産調書、租税条約等に基づく情報交換制度のほか、ＣＲＳ情報（共

通報告基準に基づく非居住者金融口座情報）などを効果的に活用し、積極的に調査を

実施しています。 
 

 平成 30 事務年度においては、4,375件（前事務年度 4,616件）実地調査（特別・一般）

を実施しました。 
 

 １件当たりの申告漏れ所得金額は、1,941 万円（前事務年度 2,116 万円）となってお

り、所得税の実地調査（特別・一般）全体の１件当たりの申告漏れ所得金額 1,045万

円（前事務年度 1,021 万円）の約 1.9倍となっています。また、申告漏れ所得金額の

総額は 849 億円（前事務年度 977億円）に上ります。 
 

 １件当たりの追徴税額は 375 万円（前事務年度 440 万円）で、追徴税額の総額は 164

億円（前事務年度 203億円）に上ります。 
 
 調査状況（取引区分別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １件当たりの申告漏れ所得金額（取引区分別） 

 

 

 

 

 

 

 

  

その他

1,966件（44.9%）

輸出入

447件（10.2%）
役務提供

344件（7.9%）

海外投資

1,618件（37.0%）

合計4,375件

（参考）

１ 輸出入・・・事業に係る売上及び原価に係る取引で、海外の輸出（入）業者との契約による取引をいう。

２ 役務提供・・・工事請負、プログラム設計など海外において行う、労力、技術等の第三者に対するサービスの提供をいう。

３ 海外投資・・・海外の不動産、証券などに対する投資（預貯金等の海外での蓄財を含む。）をいう。

４ その他・・・海外で支払を受ける給与など、１～３に該当しない取引等をいう。

（注）（ ）内の数値は構成比

輸出入 役務提供 海外投資 その他

862万円

2,107万円 2,175万円

1,965万円
１件当たり

申告漏れ所得金額

1,941万円

実地調査

（特別・一般）全体

1,045万円
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 シェアリングエコノミー等の新たな分野の経済活動をはじめ、インターネット取引を

行っている個人に対しては、資料情報の収集・分析に努め、積極的に調査を実施して

います。 
 

 平成 30 事務年度においては、2,127件実地調査（特別・一般）を実施しました。 
 

 １件当たりの申告漏れ所得金額は、1,243 万円となっており、所得税の実地調査（特

別・一般）全体の１件当たりの申告漏れ所得金額 1,045万円の約 1.2倍となっていま

す。また、申告漏れ所得金額の総額は 264 億円に上ります。 
 

 １件当たりの追徴税額は 274万円で、所得税の実地調査（特別・一般）全体の１件当

たりの追徴税額 180 万円の約 1.5 倍となっています。また、追徴税額の総額は 58 億

円に上ります。 

 インターネット取引を行っている個人に対する調査状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （参考）令和元年６月記者発表資料 

 

 

 

  

事務年度等

項目 対前年比

105.6%

120.5%

156.8%

114.4% 1,045

147.3%

106.6%1,736

274

1,243

186

1,087

29事務年度 30事務年度

2,015

219

37

2,127

264

58

1,850

調 査 件 数

申 告 漏 れ 所 得 金 額

追 徴 税 額

一
件
当
た
り

申 告 漏 れ
所 得 金 額

追 徴 税 額

申告漏れ等の非違件数

件

億円

億円

万円

万円

件

(参考）

180

（特別・一般）全体

50,130

44,176

5,236

903

30事務年度　実地調査
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 無申告は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感

をもたらすこととなるため、的確かつ厳格に対応していく必要があります。こうした

無申告者に対しては、更なる資料情報の収集及び活用を図るなどして、実地調査のみ

ならず、簡易な接触も活用し積極的に調査を実施しています。 
 

 ＜所得税無申告者に対する調査状況＞ 

 平成 30 事務年度においては、8,147件実地調査（特別・一般）を実施しました。 
 

 １件当たりの申告漏れ所得金額は、2,035 万円で、所得税の実地調査（特別・一般）

全体の１件当たりの申告漏れ所得金額 1,045 万円の約 1.9 倍となっています。また、

申告漏れ所得金額の総額は 1,658億円に上ります。 
 

 １件当たりの追徴税額は 242万円で、追徴税額の総額は 197億円に上ります。 
 

＜消費税無申告者に対する調査状況＞ 

 平成 30 事務年度においては、9,631件実地調査（特別・一般）を実施しました。 
 

 １件当たりの追徴税額は、176 万円で、消費税の実地調査（特別・一般）全体の１件

当たりの追徴税額 97 万円の約 1.8 倍となっています。また、追徴税額の総額は 169

億円に上ります。 
 

 所得税無申告者に対する調査状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 消費税無申告者に対する調査状況 

 

 

 

 

 

 

事務年度等

項目 対前年比

調 査 件 数 件

追 徴 税 額 億円

102.5%

109.0%

30事務年度29事務年度

（参考）

30事務年度　実地調査

（特別・一般）全体

１ 件 当 た り 追 徴 税 額 万円 165

9,400 9,631

169

176 106.7%

155

97

275

28,504

事務年度等

項目 対前年比

（参考）

267

29事務年度

104.7%

99.8%

95.2%

95.3%

90.6%

30事務年度

7,779

1,662

207

8,147

1,658

197

1,045

180

2,136

242

2,035

調 査 件 数

申 告 漏 れ 所 得 金 額

追 徴 税 額

一
件
当
た
り

申 告 漏 れ
所 得 金 額

追 徴 税 額

件

億円

億円

万円

万円

30事務年度　実地調査

（特別・一般）全体

50,130

5,236

903
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Ⅲ 参考計表 

事業所得を有する個人の１件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位 10業種   

 

順
　
　
位

業 種 目
1件当たりの
申 告 漏 れ
所 得 金 額

１件当たりの
追徴税額（含
加 算 税 ）

直近の年分に
係る申告漏れ
割 合

前 年 の
順 位

位 万円 万円 ％ 位

1 風 俗 業 2,685 727 91.5% 2

2 キ ャ バ ク ラ 2,278 497 92.9% 1

3 経営コンサルタント 2,045 483 28.4% -

4 システムエンジニア 1,339 219 60.6% 4

5 特定貨物自動車運送 1,257 185 64.8% 12

6 不 動 産 代 理 仲 介 1,189 392 31.3% 3

7 貨 物 軽 車 両 運 送 1,186 136 67.7% -

8 ダ ン プ 運 送 1,147 165 54.3% 10

9 畜産農業（肉用牛） 1,133 248 31.3% -

10 機械部品受託加工 1,119 185 42.7% -

（注）

４　３位の「経営コンサルタント」は、平成29事務年度以降、業態
　に合わせて管理を細分化したことに伴い初出したもの。

３  「前年の順位」は、事業所得を有する個人の前年の１件当たりの
  申告漏れ所得金額が高額な上位20位に該当するものについて、その
  順位を記載している。

１ 上記調査事績は、特別調査及び一般調査に基づく実施結果である。

２　　「直近の年分に係る申告漏れ割合」は、

(申告漏れ所得)

(調査前所得)＋(申告漏れ所得)
      で算出している。
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（付表） 

 事
業
所
得
を
有
す
る
個
人
の
１
件
当
た
り
の
申
告
漏
れ
所
得
が
高
額
な
業
種

業
　

　
種

　
　

目
１

件
当
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り
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告

漏
れ
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漏
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漏
れ

所
得

業
　

　
種

　
　

目
１

件
当

た
り

申
告

漏
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業
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卸
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ず
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材
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業
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定
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送
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業
　

　
種

　
　

目
１

件
当
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漏
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種

　
　

目
１

件
当

た
り

申
告

漏
れ

所
得

業
　

　
種

　
　

目
１

件
当

た
り

申
告

漏
れ

所
得

業
　

　
種

　
　

目
１

件
当

た
り

申
告

漏
れ

所
得

業
　

　
種

　
　

目
１

件
当

た
り

申
告

漏
れ

所
得

万
円

万
円

万
円

万
円

万
円

1
キ

ャ
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レ
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2,
09

3
キ

ャ
バ

レ
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2,
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8
風

俗
業

2,
08

3
キ

ャ
バ

ク
ラ

2,
89

7
風

俗
業

2,
68

5

2
風

俗
業

1,
97

9
風

俗
業

2,
32

6
キ

ャ
バ

レ
ー

1,
66

7
風

俗
業

1,
97

4
キ

ャ
バ

ク
ラ

2,
27

8

3
バ

ー
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15
9

畜
産

農
業

（
肉

用
牛

）
1,

47
1

プ
ロ

グ
ラ

マ
ー

1,
17

8
不

動
産

代
理

仲
介

1,
77

4
経

営
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

2,
04

5

4
冷

暖
房

設
備

工
事

96
6

ダ
ン

プ
運

送
1,

14
4

畜
産

農
業

（
肉

用
牛

）
1,

15
0

シ
ス

テ
ム

エ
ン

ジ
ニ

ア
1,

36
5

シ
ス

テ
ム

エ
ン

ジ
ニ

ア
1,

33
9

5
ダ

ン
プ

運
送

93
2

特
定

貨
物

自
動

車
運

送
1,

11
8

防
水

工
事

1,
10

9
機

械
器

具
、

部
品

修
理

1,
35

7
特

定
貨

物
自

動
車

運
送

1,
25

7

（
注
）
　
１
　
 １

件
当
た
り
の
申
告
漏
れ
所
得
は
、
調
査
全
年
分
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
２
　
 平

成
29
事
務
年
度
１
位
の
「
キ
ャ
バ
ク
ラ
」
は
、
平
成
28
事
務
年
度
ま
で
「
キ
ャ
バ
レ
ー
」
と
し
て
業
種
管
理
し
て
い
た
が
、
業
態
に
合
わ
せ
て
管
理
を
細
分
化
し
た
こ
と
に
伴
い
初
出
し
た
も
の
。

　
　
　
　
３
　
 平

成
30
事
務
年
度
３
位
の
「
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
」
は
、
平
成
29
事
務
年
度
以
降
、
業
態
に
合
わ
せ
て
管
理
を
細
分
化
し
た
こ
と
に
伴
い
初
出
し
た
も
の
。

３
０

　
事

　
務
　

年
　

度

２
５

　
事

　
務
　

年
　

度
２

４
　

事
　

務
　

年
　

度

２
９

　
事

　
務
　

年
　

度

２
３

　
事

　
務
　

年
　

度
２

２
　

事
　

務
　

年
　

度
２

１
　

事
　

務
　

年
　

度

２
６

　
事

　
務
　

年
　

度
２

７
　

事
　

務
　

年
　

度
２

８
　

事
　

務
　

年
　

度

（付表）


